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１  落札者決定基準の位置付け  

本落札者決定基準は、寝屋川市（以下「市」という。）が寝屋川市営住宅再編

整備  第 1期建替事業（以下「本事業」という。）の落札者を決定するにあたって、

最も優れた提案者を選定するための方法、手順、評価基準等を示したものであり、

入札説明書、要求水準書、様式集、基本協定書（案）及び特定事業契約書（案）

と一体のものとして扱うものとする。  

 

２  審査の概要  

２ -１  審査の方法  

本事業を実施する事業者の選定方法は、各入札参加者からの本事業の実施に

係る対価（以下「入札価格」という。）及び入札提案書の提案内容等を総合的

に評価する総合評価制限付一般競争入札により行う。  

審査の方法は、入札参加者の備えるべき参加資格要件に関する「資格審査」

と、入札参加者からの入札提案の内容及び入札価格に関する「提案審査」によ

る２段階で実施する。  

資格審査は、入札参加表明を行った者の参加資格要件の適格性を審査するた

めに行うものとする。  

提案審査は、基礎審査、提案書の内容の定性的な評価（以下「定性的審査」

という。）、入札価格の定量的な評価（以下「価格審査」という。）により行

うものとする。基礎審査は、資格審査を通過した者（以下「入札参加資格者」

という。）から入札により提出された入札提案書を対象とし、基本要件を満た

していることの確認を行うものとする。基礎審査を適格とされた提案について、

定性的審査により定性的評価点を算出し、価格審査により価格評価点を算出す

る。  

＜定性的審査・価格審査の配点＞  

提案審査内容  配点  

定性的審査  50 点  

価格審査  50 点  

 

２ -２  審査の体制  

市は、提案内容の審査に関して、学識経験者等で構成される市営住宅再編整

備に係る PFI 事業者選定委員会（以下「 PFI 事業者選定委員会」という。）を

設置した。  

PFI 事業者選定委員会は、入札提案について本落札者決定基準に定める審査

基準に基づき評価を行い、落札候補者を選定する。市は、この結果を踏まえ、

本事業の落札者を決定するものとする。  
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２-３  審査の手順  

審査の手順は、以下のとおりである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  審査基準  

３-１  資格審査  

入札説明書において示す入札参加者の備えるべき参加資格要件（入札参加者

の構成等、入札参加者の資格要件、入札参加者の共通の資格要件）の具備につ

いて審査を行う。参加資格要件を満たしていない場合は失格とする。  

３-２  提案審査  

（１） 基礎審査  

提案書の内容について、「基礎審査チェックリスト」（「様式集」様式 20）

入札参加表明書  

入札参加資格審査申請書の受付  

入札（入札提案書提出）  

失格  
ＮＯ  

・欠格事項あり  
資格審査  

提案審査  

基礎審査  

失格  
ＮＯ  

・本事業の予定価格を超える  

・用地取得費が予定価格未満  

失格  ＮＯ  

・基本要件の不備  

定性的審査  

落札者の決定  

価格審査  

落札候補者の選定  

開札（入札価格の確認）  

ＹＥＳ  

ＹＥＳ  

ＹＥＳ  

ＮＯ  

・定性的評価点が 25点に満たない 
失格  

ＹＥＳ  
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に示す基本要件を満たしていることを確認できたものを適格とする。提案書

の内容が基本要件を満たしていないと確認される場合は失格とする。  

 

（２） 定性的審査  

提案書の内容について、次頁以降に示す審査項目ごとに、評価の視点に基

づき評価、加点を行う。  

定性的審査の加点の付与基準は、以下に示す５段階によるものし、評価に

従い各審査項目の配点に対応する係数を乗じて算出するものとする。  

 

＜加点付与基準＞  

評価区分  評価の意味合い  係数  

Ａ  提案内容が優れている  1.0 

Ｂ  提案内容がやや優れている  0.75 

Ｃ  提案内容が普通である  0.5 

Ｄ  提案内容がやや劣っている  0.25 

Ｅ  提案内容が劣っている  0 
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＜定性的審査項目・配点＞  

審査項目  配点  

１．事業計画に関する事項  

 ①基本理念の理解、取り組み姿勢  1 

3  ②事業実施体制  1 

 ③事業の安定性・リスク管理  1 

２．まちづくりに関する事項  

 ①景観への配慮  2 
5 

 ②まちづくりへの貢献  3 

３．市内経済への貢献に関する事項  

 ①市内企業への発注  6 

12  ②市内人材・市内資材等の活用  3 

 ③市内経済貢献への配慮  3 

４．市営住宅等の設計に関する事項  

 ①住棟、住戸、屋外の計画  3 

12 

 ②意匠・景観、周辺への配慮  3 

 ③安全・防犯への配慮  3 

 ④ユニバーサルデザインへの配慮  1 

 ⑤維持管理への配慮  2 

５．市営住宅等の整備に関する事項  

 ①施工管理、品質確保の確実性  2 

5  ②安全対策、近隣の負担軽減  2 

 ③環境負荷軽減、廃棄物対策  1 

６．入居者移転支援に関する事項  

 ①業務実施体制、実施計画  2 2 

７．付帯事業１に関する事項  

 ①事業内容  3 
4 

 ②事業実施の確実性  1 

８．付帯事業２に関する事項  

 ①事業内容  2 

5  ②家賃設定  2 

 ③事業実施の確実性  1 

９．その他事項  

 ①上記評価項目以外での独自性や新規性等  2 2 

合計  50 
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＜定性的審査項目及び評価の視点＞ 

１．事業計画に関する事項 

審査項目 評価の視点 様式 

①基本理念の理解、取り

組み姿勢 

・本業務内容を踏まえ、事業理念を明確に構築し、本事業に対する

積極的な取り組みが示されている。 
24 

②事業実施体制 

・応募グループの役割分担が適正で、着実な事業実施が期待できる。 

・市との円滑なコミュニケーションが図られる体制がとられている。 

・事業の円滑な実施のためのマネジメント体制がとられている。 

25 

③事業の安定性・リスク

管理 

・外部借入や自己資金等による確実な資金調達のための方法、条件

等が検討された提案となっている。 

・応募グループのリスク分担及びリスク発生防止策や保険の付保等

による、リスク管理方策が検討された提案となっている。 

26 

２．まちづくりに関する事項 

審査項目 評価の視点 様式 

①景観への配慮 

・市営住宅及び付帯事業に係る計画内容について、周辺地域に調和

する景観形成への配慮がされた提案となっている。 

・市営住宅について、住宅全体として景観調和に配慮された提案と

なっている。 

28 

②まちづくりへの貢献 

・周辺地域のまちづくりに寄与する提案となっている。 

・市営住宅及び付帯事業に係る計画内容について、周辺地域を含め

た地域コミュニティ形成に貢献する提案となっている。 

29 

３．市内経済への貢献に関する事項 

審査項目 評価の視点 様式 

①市内企業への発注 

・市内企業の育成や市内経済の活性化に資するため、より多くの市

内企業の活用（構成員、協力企業、下請・委託、資材調達先）が

計画されている。 

＜評価方法＞ 

市営住宅等整備費における入札金額のうち、市内企業への発注

金額を評価の対象とする。提案された発注金額が最も高かった

応募グループ（最高発注金額）に 6 点を付与し、次順位以降に

ついては、提案された発注金額と、当該最高発注金額との割合

に応じて評価点を付与する。 

（※例えば、発注金額が Aが 15億円、Bが 12億円、Cが 6億円

だった場合、Aには 6点、Bには 4.8点、Cには 2.4点を付与す

る） 

あ 

31 

②市内人材・市内資材等

の活用 

・市内人材の雇用促進、市内資材の調達方法等について、具体的に

示された提案となっている。 
32 

③市内経済貢献への配

慮 

・提案全体として、市内企業への発注以外の面で、市内経済への貢

献について具体的な提案となっている。 
33 

４．市営住宅等の設計に関する事項 

審査項目 評価の視点 様式 

①住棟、住戸、屋外の計

画 

・周辺地域との連続性が考慮され、コミュニティ形成や市営住宅の

管理上支障のない計画となっている。 

・住棟の間隔や向き等により、快適な生活を可能とする計画となっ

ている。 

・中長期的な視点から住宅の面積や間取りなど住宅タイプの多様化

に配慮された計画となっている。 

・共用部や住戸の配置、構成等が、日常の使いやすさに配慮された

計画となっている。 

・日照や通風の確保等、間取りの工夫等により快適な居住空間を生

み出す計画となっている。 

・住棟や周辺環境との連続性・一体性のある広場、散策路、道路等

の計画となっている。 

・歩行者、車両等の日常動線に配慮した住棟及び屋外付帯施設の配

置計画となっている。 

35 
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②意匠・景観、周辺への

配慮 

・周辺地域に対して極端な日影、圧迫感、風害、電波障害等を生じ

ないよう配慮された計画となっている。 

・市営住宅から低層住戸へののぞき込みを防止する等、プライバシ

ー確保について配慮された計画となっている。 

・住棟配置や階数構成などにより圧迫感が生じたり、ヒューマンス

ケールから逸脱したりすることのないよう配慮された計画となっ

ている。 

・植栽や舗装等による屋外空間における景観的な配慮がされた計画

となっている。 

36 

③安全・防犯への配慮 

・青少年の非行防止や、住宅内での犯罪発生防止に配慮された提案

となっている。 

・転落や転倒、衝突など、日常生活の中で起こりうる事故の防止に

配慮された提案となっている。 

・防犯灯や街灯等が防犯上、配慮された提案となっている。 

・「防災機能を有する公園」においては、災害時の機能が考慮され

た提案となっている。 

37 

④ユニバーサルデザイ

ンへの配慮 

・高齢者や車椅子利用者、子育て世帯等が安全かつ支障なく利用で

きる提案となっている。 
38 

⑤維持管理への配慮 

・将来にわたるライフサイクルコストの縮減や入居者の光熱水費の

縮減に配慮された提案となっている。 

・保守点検、内装や設備等の効率的な修繕や更新に配慮された提案

となっている。 

39 

５．市営住宅等の整備に関する事項 

審査項目 評価の視点 様式 

①施工管理、品質確保の

確実性 

・工程について事業スケジュールに適合し、かつ無理のない堅実な

工事計画が提案となっている。 

・技術面及び体制面において、要求される性能や品質が確保された

提案となっている。 

41 

②安全対策、近隣の負担

軽減 

・建設工事、解体除却工事に先立つ周辺住民に対しての周知や苦情

が発生しない方策など、近隣の負担を軽減する提案となっている。 

・工事現場内の事故等災害の発生防止や周辺地域へ災害が及ばない

対策が取られている。 

・万一の事故発生時に適切な処置が行える提案となっている。 

42 

③環境負荷軽減、廃棄物

対策 

・騒音・振動や悪臭・粉塵及び地盤沈下等、周辺環境に及ぼす影響

について十分に配慮された提案となっている。 

・本業務により発生する建設廃棄物の適正な処理について配慮され

た提案となっている。 

・その他環境負荷低減に配慮された提案となっている。 

43 

６．入居者移転支援に関する事項 

審査項目 評価の視点 様式 

①業務実施体制、実施計

画 

・本事業の対象入居者が、手続きに基づきスムーズに入居するため

の提案となっている。 

・高柳住宅（４戸分）においては、高齢者等に配慮したスムーズな

仮移転の支援の実施に向け、効果的で具体的な提案となっている。 

45 

７．付帯事業１に関する事項 

審査項目 評価の視点 様式 

①事業内容 

・土地の有効利用を図り、周辺地域との調和に配慮した、良質な戸

建住宅や地域の活性化に資する適切な事業内容が計画された提案

となっている。 

47 

②事業実施の確実性 
・需要、収支予測など、確実かつ安定的な事業実施に資する根拠等

が示された提案となっている。 
48 
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８．付帯事業２に関する事項 

審査項目 評価の視点 様式 

①事業内容 

・高齢者等が安心して暮らせる良好な高齢者向け住宅の提案となっ

ている。 

・高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスの提供を受け

ることが出来る良好な老人福祉施設の提案となっている。 

・地域の日常的な交流を促進するしくみの提案となっている。 

50 

②家賃設定 ・借上住宅の適切な家賃設定となっている。 51 

③事業実施の確実性 
・需要、収支予測など、確実かつ安定的な事業実施に資する根拠等

が示された提案となっている。 
52 

９．その他事項 

審査項目 評価の視点 様式 

①上記評価項目以外で

の独自性や新規性等 

・民間のノウハウを生かした魅力的な提案となっている。 

・今後の事業のモデルとなるような先進性のある提案となっている。 

・相乗効果が期待される総合的に優れた提案となっている。 

54 

 

（３） 定性的評価点の要件 

入札参加資格者から提出された入札提案書の定性的審査による定性的評価点が 25点に満

たない場合は失格とする。 

 

（４） 入札価格の確認 

入札参加資格者の本事業に対する入札価格（市営住宅等整備業務及び移転支援業務に要す

る費用）が、市の予定価格を超えていないことを確認する。入札価格が市の予定価格を超え

る場合は失格とする。 

また、【付帯事業１】の用地取得に対する入札価格及び【付帯事業２】を用地取得により

実施する場合における当該用地取得に対する入札価格が、市の予定価格以上であることを確

認する。これらの入札価格が市の予定価格を下回る場合は失格とする。 

 

（５） 価格審査 

評価の対象金額は、本事業に対する入札価格から【付帯事業１】の用地取得に対する入札価

格を差し引いた価格を「提案金額」とし、以下に示す算定式により価格評価点を算出する。 

価格審査の配点は 50点とし、小数点第３位以下を四捨五入し、小数点第２位まで算出する

ものとする。 

 

＜算定式＞     

       最低の提案金額 

価格評価点  ＝  50点  ×  ――――――――――  

       提案金額 
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４ 落札候補者の選定 

PFI事業者選定委員会は定性的評価点と価格評価点の合計を総合評価点とし、総合評価点が最も高

い入札参加資格者を落札候補者として選定する。 

なお、総合評価点が最も高い入札参加資格者が複数ある場合は、価格評価点が最も高い入札参加資

格者を落札候補者とする。この場合において、価格評価点に係る評価点が同点である入札参加資格者

が複数あるときは、くじにより落札候補者を選定する。 

 

総合評価点 ＝ 定性的評価点 ＋ 価格評価点 

 

 

５ 落札者の決定 

市は、PFI事業者選定委員会による落札候補者の選定結果を踏まえ、落札者を決定する。 

  

 


